
年
頭
の
ご
挨
拶 
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謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

平
素
は
当
神
社
に
格
別
の
御
尊
神
と
御
篤
志
を
賜
り

ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
令
和
六
年
の

「
甲
辰
」
（
き
の
え
・
た
つ
）
の
年
頭
に
あ
た
り
、
中

町
奉
賛
会
の
皆
様
を
は
じ
め
、
秩
父
地
域
の
ま
す
ま
す

の
隆
昌
と
安
寧
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

中
国
の
古
い
思
想
「
陰
陽
五
行
説
」
に
よ
れ
ば
、

「
甲
」
は
十
干
の
一
番
目
の
文
字
で
、
物
事
の
始
ま
り

を
象
徴
し
、「
辰
」
は
万
物
が
成
長
し
て
動
き
が
盛
ん

に
な
る
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

辰
年
は
十
二
支
の
五
番
目
に
あ
た
り
、
動
物
で
は

「
龍
」
に
あ
た
り
ま
す
。
十
二
支
の
中
で
唯
一
の
想
像

上
の
動
物
で
、
中
国
で
は
古
来
よ
り
成
功
や
発
展
の
象

徴
と
し
て
縁
起
が
よ
い
も
の
と
さ
れ
、
天
上
界
を
護
る

瑞
獣
の
長
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と

も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

日
本
で
は
滝
を
登
り
得
た
鯉
が
「
龍
」
に
な
る
と
い

う
伝
え
か
ら
、
立
身
や
栄
達
を
意
味
す
る
「
登
竜
門
」

の
話
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
水
や
海
の
神
と

し
て
祀
ら
れ
て
き
た
「
龍
」
は
、
竜
巻
や
雷
な
ど
の
自

然
現
象
を
起
こ
す
大
自
然
の
躍
動
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
り
、「
龍
」
が
現
れ
る
と
め
で
た
い
こ
と
が
起
こ

る
」
と
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

「
龍
」
の
姿
は
「
龍
に
九
似
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
角
は
鹿
、
頭
は
駱
駝
、
目
は
鬼
、
身
体
は
蛇
、
腹

は
蜃
（
想
像
上
の
動
物
）
、
鱗
は
鯉
、
爪
は
鷹
、
掌
は

虎
、
耳
は
牛
に
似
て
お
り
、
長
い
髭
を
た
く
わ
え
、
あ

ご
の
下
に
一
枚
だ
け
逆
さ
に
生
え
た
逆
鱗
（
げ
き
り

ん
）
が
あ
り
ま
す
。
「
龍
」
は
こ
の
逆
鱗
に
触
れ
ら
れ

る
の
が
大
嫌
い
で
、
触
れ
ら
れ
る
と
激
高
し
、
触
れ
た

も
の
を
即
座
に
殺
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
世
界
中
を
襲
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
も

よ
う
や
く
収
束
に
向
か
い
、
秩
父
も
落
ち
着
き
を
取
り

戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
世
界
を
見
渡
せ
ば
、
異
常
気

象
に
よ
る
洪
水
、
干
ば
つ
等
の
災
害
が
多
発
し
て
お
り

「
地
球
沸
騰
化
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
物

質
文
明
に
溺
れ
、
自
然
へ
の
畏
れ
を
忘
れ
、
万
物
の
生

命
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と
で
、
い
よ
い
よ
龍
神
様
の
逆

鱗
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
幸
い
に
し
て
秩
父
地
域
に
は
未
だ
大

き
な
被
害
は
出
て
い
な
い
も
の
の
、
龍
神
様
の
怒
り
を

鎮
め
る
に
は
、
我
々
人
類
が
い
か
に
振
る
舞
え
ば
よ
い

か
を
考
え
、
自
然
へ
の
畏
怖
の
念
と
そ
の
恩
恵
に
対
す

る
感
謝
を
あ
ら
た
め
て
よ
く
考
え
る
時
期
に
来
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

当
社
の
龍
神
様
は
、
古
来
、
武
甲
山
に
棲
ん
で
い
た
龍

神
が
、
地
下
の
水
脈
を
通
じ
て
里
に
降
り
て
き
て
こ
の
今

宮
の
地
を
仮
の
住
処
と
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
大
宝
年
間
（
八
世
紀
初
頭
）
に
役
行
者
小

角
が
秩
父
を
訪
れ
た
砌
、
悪
獣
毒
蛇
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た

村
人
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
仏
法
の
守
護
神
た
る
「
八
大

龍
王
」
を
こ
の
地
に
合
せ
祀
っ
た
こ
と
で
、
幾
千
の
龍
た

ち
が
こ
れ
に
従
い
、
す
べ
て
の
悪
獣
毒
蛇
が
降
伏
し
て
仏

法
に
帰
依
し
た
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
暴
れ
る
龍
を
力
で

押
さ
え
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
仏
法
に
よ
り
鎮
め
、
龍
が

善
神
と
し
て
里
の
守
り
神
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
当
社
の

龍
神
様
の
優
れ
た
ご
神
徳
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

辰
年
の
新
年
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
龍
神
様
の
御
加

護
と
恵
み
へ
の
感
謝
と
と
も
に
、
私
た
ち
自
身
へ
の
戒
め

と
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

               

【
中
学
生
が
金
龍
の
巨
大
絵
馬
奉
納
】 

秩
父
第
二
中
学
校
の
美
術
部
の
生
徒
さ
ん
た
ち
か
ら
、

今
年
の
干
支
に
因
ん
で
、
迫
力
あ
る
金
龍
を
描
い
た
立

派
な
巨
大
絵
馬
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

学
校
で
の
制
作
の
様
子
や
当
日
の
奉
納
祭
の
様
子
は
、

去
る
十
二
月
二
十
八
日
夕
刻
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
、
全
国
で
放
映
さ
れ
ま
し
た
。 

社
殿
右
手
の
待
合
室
の
壁
面
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。 

             

秩
父 

今 

宮 

神 
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奉
賛
会
だ
よ
り 

（
令
和
六
年
正
月
号
） 

  



【
八
大
龍
王
っ
て
ど
ん
な
神
様
？
】 

八
大
龍
王
は
、
天
龍
八
部
衆
に
所
属
す
る
龍
族
の
八

王
で
、「
法
華
経
」
に
登
場
し
、
仏
法
を
守
護
す
る
龍
神

と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
霊
鷲
山
に
て
十
六
羅
漢
を
始
め
、

諸
天
、
諸
菩
薩
と
共
に
、
幾
千
万
億
の
眷
属
の
龍
た
ち
と

と
も
に
釈
迦
の
教
え
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
水
を
司
り
、

水
分
の
神
で
も
あ
り
ま
す
。
釈
迦
に
よ
り
法
華
経
が
説

か
れ
た
と
き
に
王
舎
城
霊
鷲
山
に
坐
し
、
観
音
菩
薩
普

門
品
第
二
十
五
に
お
い
て
最
上
の
悟
り
の
境
地
と
さ
れ

る
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
に
至
り
、
護
法
の
神
、
観

音
菩
薩
の
守
護
神
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

わ
が
国
で
は
、
八
大
龍
王
は
、
古
く
よ
り
、
雨
乞
い
の

神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
鎌
倉
期
に
編
纂

さ
れ
た
「
金
槐
和
歌
集
」

に
は
、
源
実
朝
に
よ
る
一

首
が
あ
り
ま
す
。
大
雨
を

疎
ん
じ
て
八
大
龍
王
に

「
止
め
て
く
れ
」
と
頼
む

趣
旨
の
歌
で
す
。 

八
大
龍
王
神
は
、
八
世
紀
初
頭
、
役
行
者
に
よ
っ
て
当

地
に
奉
斎
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
社
縁
起

に
よ
れ
ば
、
大
宝
年
間
、
山
岳
修
行
中
の
役
行
者
が
た
ま

た
ま
こ
の
地
に
立
ち
寄
り
、
村
人
か
ら
深
山
幽
谷
に
悪

獣
毒
蛇
が
出
て
き
て
困
り
果
て
て
い
る
と
聞
き
、
仏
法

の
守
護
神
で
あ
る
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
信
心
堅
固
に
悪

獣
毒
蛇
の
降
服
を
祈
り
、
つ
い
に
難
を
逃
れ
た
こ
と
か

ら
、
以
降
、
こ
の
地
に
八
大
龍
王
を
お
祀
り
し
「
大
宮
山

八
大
龍
王
宮
」
ま
た
は
「
八
大
宮
」
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
、
修
験
道
廃
止
令
に
よ
り
、

仏
教
色
の
強
い
「
八
大
龍
王
」
の
奉
斎
は
禁
じ
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
後
も
「
靇
神(

お
か
み
の
か
み)

」
と
呼
称
を

改
め
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
当
社
で
は
境
内
の
龍

神
木
の
樹
洞
に
て
祀
り
、
塩
谷
啓
山
翁
（
今
宮
坊
第
十
九

世
）
の
感
得
し
た
文
字
で
そ
の
「
お
姿
」
と
し
て
い
ま
す
。 

【
今
年
度
の
行
事
予
定
】 

◎
立
春
祭
（
二
月
四
日
） 

立
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
神
職
・
崇
敬
者
に
よ
り
新

年
一
月
五
日
よ
り
三
十
日
間
に
亙
る
「
寒
行
」
に
入
り
、

二
月
三
日
（
節
分
）
を
以
っ
て
満
行
を
迎
え
、
二
月
四
日

の
「
立
春
祭
」
に
お
き
ま
し
て
皆
様
の
ご
安
泰
・
ご
開
運

を
ご
祈
願
い
た
し
ま
す
。 

立
春
祭
に
あ
わ
せ
て
頒
布
さ
れ
る
『
立
春
大
吉
』
の
護

符
は
、
春
の
到
来
を
喜
び
、
災
厄
と
招
福
を
願
う
も
の
。

当
社
で
は
、
数
多
の
神
々
を
産
み
給
う
た
伊
邪
那
岐
（
イ

ザ
ナ
ギ
）・
伊
邪
那
美
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
の
二
神
の
お
力
を

も
っ
て
春
を
招
き
入
れ
ま
す
。 

◎
中
町
三
社
祭
（
三
月
二
十
日
） 

地
元
中
町
会
・
東
町
会
及
び
秩
父
市
消
防
団
に
よ
る

火
伏
（
火
難
除
け
祈
願
）
の
お
祭
り
で
す
。 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
三
月
二
十
一
日
、
中
町

を
火
元
に
発
生
し
た
「
秩
父
大
火
」
は
、
秩
父
（
当
時
は

「
大
宮
郷
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
）
の
市
街
地
約
四
万

坪
四
百
四
拾
七
棟
を
焼
け
尽
く
し
ま
し
た
。 

二
度
と
こ
の
よ
う
な
災
禍
の
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
翌

年
三
月
、
今
宮
神
社
境
内
摂
社
に
、
火
伏
の
霊
験
あ
る 

 

「
秋
葉
大
神
」
を
祀
り
、
以
来
百
四
十
五
年
も
の
永
き
に

亘
り
、
毎
年
、
大
火
の
あ
っ
た
こ
の
日
、
地
元
町
会
や
消

防
団
を
中
心
と
し
て
、
火
伏
の
神
様
（
秋
葉
大
神
・
古
峯

大
神
・
三
峯
大
神
）
に
防
災
を
祈
願
す
る

お
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。 

◎
龍
神
祭
（
四
月
四
日
午
前
） 

当
社
の
霊
池
に
祀
ら
れ
た
八
大
龍
王

神
の
ご
神
徳
に
感
謝
す
る
お
祭
で
す
。

龍
神
祭
は
明
治
元
年
の
神
仏
分
離
令
以

来
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
四

年(

一
九
九
二
年)

に
復
活
し
ま
し
た
。
毎

年
四
月
四
日
午
前
に
、
龍
神
様
を
慕
わ
れ
る
多
く
の
氏

子
・
崇
敬
者
ら
の
参
列
の
も
と
、
盛
大
に
祭
典
が
執
り
行

わ
れ
、
ご
神
前
に
て
、
巫
女
に
よ
る
舞
や
奉
納
演
奏
な
ど

が
献
上
さ
れ
ま
す
。 

八
大
龍
王
神
の
ご
神
徳
へ
の
感
謝
と
と
も
に
、
世
の

中
の
安
寧
と
五
穀
豊
穣
、
氏
子
・
崇
敬
者
・
関
係
者
ら
の

無
病
息
災
な
ど
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。 

◎
水
分
祭
（
四
月
四
日
午
後
） 

水
分
（
み
く
ま
り
）
神
事
は
、
秩
父
神
社
で
お
こ
な
わ

れ
る
御
田
植
神
事
に
先
立
ち
、
秩
父
神
社
に
龍
神
池
の

御
神
水
を
授
与
す
る
神
事
で
す 

秩
父
神
社
か
ら
神
官
・
伶
人
・
作
家
老
・
神
部
ら
か
ら

な
る
御
神
幸
行
列
が
当
社
を
訪
れ
「
水
乞
い
」
を
行
い
ま

す
。
当
社
の
宮
司
か
ら
秩
父
神
社
に
、
当
社
の
龍
神
の
御

分
霊
を
『
水
麻
（
み
ず
ぬ
さ
）』(

龍
神
様
の
御
神
徳
）
と

し
て
授
与
し
ま
す
。
秩
父
神
社
は
、
こ
の
水
麻
を
奉
斎
し

て
秩
父
神
社
に
持
ち
帰
り
ま
す
。 

秩
父
神
社
で
は
授
与
さ
れ
た
水
麻
を
、
田
の
水
口
を

か
た
ど
る
「
藁
の
龍
神
」
の
頭
部
に
奉
り
ま
す
。
す
る
と
、

境
内
の
敷
石
に
龍
神
様
の
御
神
霊
が
行
き
渡
り
、
そ
こ

は
一
面
の
水
田
と
見
立
て
ら
れ
、
神
部
ら
に
よ
っ
て
「
御

田
植
神
事
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。 

◎
役
尊
神
祭
（
六
月
九
日
） 

秩
父
霊
場
の
開
祖
で
あ
り
、
ま
た
今
宮
坊
の
開
基
で

も
あ
る
役
小
角
大
神
（
役
行
者
）
の
御
聖
徳
を
偲
ぶ
お
祭

り
。
毎
年
、
役
行
者
の
縁
日
で
あ
る
六
月
七
日
に
最
も
近

い
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
に
、
役
尊
神
祠
（
行
者
堂
）
正

面
に
て
斎
行
さ
れ
ま
す
。 

明
治
政
府
の
修
験
道
禁
止
令
以
降
中
断
し
て
い
ま
し

た
が
、
御
神
示
に
よ
り
平
成
七
年
以
降
再
び
斎
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

祝
詞
奏
上
に
続
い
て
「
特
別
護
摩
供
」
が
執
り
お
こ
な

わ
れ
、
導
師
に
よ
る
護
摩
と
読
経
の
中
で
参
列
者
に
よ

る
玉
串
奉
奠
を
行
い
ま
す
。
神
道
神
事
に
こ
の
よ
う
な

神
仏
習
合
の
形
式
は
い
ま
で
は
珍
し
く
、
貴
重
な
祭
祀

の
ひ
と
つ
で
す
。 

◎
大
祓
神
事
（
六
月
晦
日
・
十
二
月
晦
日
） 

年
に
二
度
、
六
月
と
十
二
月
の
晦
日(

月
の
最
後
の
日)

に
お
こ
な
わ
れ
る
神
事
で
、
半
年
間
に
身
に
つ
い
た
罪

穢
を
祓
う
た
め
に
行
う
神
事
で
す
。
夏
の
大
祓
を
「
夏
越

の
祓
」、
冬
の
大
祓
を
「
年
越
の
祓
」
と
呼
び
ま
す
。 

当
社
で
は
氏
子
・
崇
敬
者
に
予
め
配
布
し
た
人
形(

ひ

と
か
た)

に
罪
穢
れ
や
災
厄
を
移
し
、
火
・
水
の
霊
力
に

て
祓
い
清
め
、
身
も
心
も
新
た
に
、
明
る
く
正
し
い
生
活

を
続
け
ら
れ
る
よ
う
祈
願
し
ま
す
。 

◎
例
大
祭
（
九
月
二
十
八
日
） 

当
社
本
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
伊
邪
那
岐
大
神
・
伊
邪

那
美
大
神
・
須
佐
之
男
大
神
・
宮
中
八
神
（
御
巫
八
神
）

の
御
神
徳
を
仰
ぎ
、
そ
の
御

神
恵
に
感
謝
す
る
お
祭
で

毎
年
九
月
二
十
八
日
に
本

殿
に
て
斎
行
さ
れ
ま
す
。 

神
々
へ
の
礼
拝
を
通
じ
、

日
頃
の
ご
加
護
に
対
し
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な

る
一
年
の
無
病
息
災
を
祈

願
い
た
し
ま
す 


